
民 生 用 L P ガ ス 販 売 事 業 者 の 登 録 ( 液 石 法 第 3 条 第 1 項 )

( 1 ) 仙 台 市 内に のみ販 売 所 を設 置 して液 化 石 泊 が販 売 事 業 を行 お うとす る場 合

仙 台 市 そ の 他 の 市 町 村

仙 台 市  ←

へ 登 録

販 売 事 業 所

販 売 事 業 所

販 売 所

販 売 事 業 所

( 2 ) 仙 台 市 を含 む 2 以 上 の 市 町 村 の 区域 に販 売 所 を 設 置 して 液 化 石 油 ガ ス 販 売 事 業 を

行 お う とす る場 合

仙 台 市 そ の 他 の 市 町 村

→ 各 地 方 振 興

事 務 所 へ 登 録

→ 各_ 地方 振 興

事 務 所 へ 登 録



保 安 機 関 の 認 定 ( 液 石 法 第 2 9 条 第 2 項 )

( 1 ) 仙 台 市 内 の み に設 置 され て い る販 売 所 の 事 業 と して販 売 され る液 化 石 油 ガ ス の一 般

消 費 者 等 につ い て保 安 業 務 を行 お うとす る者

仙 台 市 そ の 他 の 市 町 村

仙 台 市 へ ←

認 定 申請

( 2 )  仙 台 市 を含 む 2 以 上 の 市 町 村 の 区域 に 設 置 され る販 売 所 の 事 業 と して 販 売 され る綾

化 石 油 ガ ス の 一 般 消 費 者 等 に つ い て の 保 安 業 務 を行 お う とす る場 合

①

仙 台 市

仙 台 市

仙 台 地 方 振 興 事 務 所 管

内 の 、 そ の 他 の 市 町 村

→  1山 _台地 方 振興

事 務 所 へ 認 定

申請

②

仙 台地方振興事務所 管 内基
の 、 そ の他 の 市 町 村

→ 県 庁 消 防 課

認 定 申 請



貯 蔵 施 設 口特 定 供 給 設 備 の 設 置 許 可 ( 法 第 3 6 条 第 1 項 )

( 1 ) 設 置 場 所 が仙 台 市 の場 合

仙 台 市 そ の 他 の 市 町 村

仙_ 台市 ヘ  ー

設 置 許 可 申請

仙 台 市 へ  ←

設 置 許 可 申 請

( 2 ) 設 置 場 所 が仙 台 市 以 外 の 市 町 村 の 場 合

仙 台 市 そ の 他 の 市 町 村

( 3 ) 設 置 場 所 が仙 台 市 及 び そ の 他 の 市 町 村 の 場 合

仙 台 市

4 山台 市 へ  ←

設 置 許 可 申請

そ の 他 の 市 町 村

→ 各 地 方 振 興 事 務 所
へ 設 置 許 可 申 請

→ 各 地 方 振 興 事 務 所
へ 設 置 許 可 申 請

→ 各 地 方 振 興 事 務 所
へ 設 置 許 可 申請

貯 蔵 施 設

( 3 t 以 上 )

販 売 事 業 者

特 定 供 給 設 備

( 貯槽 l t 以 上 ,

容 器 3 t 以 上 )

販 売 事 業 者 貯 蔵 施 設

( 3 t 以 上 )

特 定 供 給 設 備

( 貯槽 l t 以 上 ,

容 器 3 t 以 上 )

販 売 事 業 者 特 定 供 ‐給 設 備

( 貯槽 l t 以 上 ,

容 器 3 t 以 上 )

貯 蔵 施 設

( 3 t 以 上 )



充 て ん 設 備 の 許 可 ( 液 石 法 第 3 7 条 の 4 第 1 項 )

( 1 ) 仙 台 市 に使 用 の本 拠 地 ( 本拠 地 の管 理 を行 う事 務 所 の住 所 を含 む ) が あ る場 合

仙 台 市 そ の 他 の 市 町 村

仙 台 市 へ  ←

許 可 申請

使 用 の 本 拠 地

本 拠 地 の 管 理 を

行 う事 務 所 の 住 所

充 て ん 事 業 者 の 住 所

( 2 ) 使 用 の 本 拠 地 ( 本拠 地 の 管 理 を行 う事 務 所 の 住 所 を含 む ) が 仙 台 市 を含 む 2 以 上 の

市 町 村 に ま た が る場 合

仙 台 市 そ の 他 の 市 町 村

→ 県 庁 消 防 課 ヘ

許 可 申 請

充 て ん 事 業 者 の 住 所

使 用 の 本 拠 地

本 拠 地 の 管 理 を

行 う事 務 所 の 住 所


